
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件
二
件

六
八
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
八
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
八
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件
二
件

六
八
六

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

六
八
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

六
八
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

六
八
七

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
を
し
た
件

六
八
八

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告

示
す
る
件

六
八
九

告

示

福
島
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ね
も
と
キ
ッ
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

白
河
市
立
石
山
一
一
―
四

平
成
三
〇
年
一

〇
月
一
日

し
ら
か
わ
腎
泌
尿
器
内
科
ク
リ

白
河
市
中
山
南
二
―
二
四

同

ニ
ッ
ク

日

木
村
医
院

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
戸
塚
字
山
崎
一
一

同

六
―
一

日

鈴
木
歯
科
医
院

石
川
郡
石
川
町
字
南
町
九
一

平
成
二
六
年
七

月
一
日

こ
く
ぶ
調
剤
薬
局

中
町
店

会
津
若
松
市
中
町
二
―
八
五

平
成
三
〇
年
一

〇
月
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局

西
若
松
店

会
津
若
松
市
材
木
町
一
―
一
〇
―
一
六

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

須
賀
川
店

須
賀
川
市
大
袋
町
一
八
七
―
二

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

須
賀
川
南
店

須
賀
川
市
南
上
町
一
一
五
―
二

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

て
ら
ま
ち
店

須
賀
川
市
東
町
一
一
六
―
一

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

鏡
石
北
店

岩
瀬
郡
鏡
石
町
鏡
沼
二
一
四

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

文
京
店

西
白
河
郡
矢
吹
町
文
京
町
二
二
七
―
三
六

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

矢
吹
本
町
店

西
白
河
郡
矢
吹
町
本
町
二
五
一

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

新
地
町
店

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
原
九
三
―
一

同
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日

ク
オ
ー
ル
薬
局

せ
き
し
ば
店

喜
多
方
市
関
柴
町
上
高
額
字
広
面
六
八
一
―

同

一

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

さ
つ
き
店

喜
多
方
市
松
山
町
村
松
字
北
原
三
六
三
九
―

同

五

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

喜
多
方
店

喜
多
方
市
松
山
町
村
松
字
北
原
三
六
四
三
―

同

五

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

か
が
み
い
し

岩
瀬
郡
鏡
石
町
久
来
石
南
四
八
六

同

店

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

南
会
津
店

南
会
津
郡
南
会
津
町
永
田
字
下
川
原
八
一
―

同

四

日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

事
務
所
の
所
在
地

訪
問
看
護
ス

大
沼
郡
会
津
美
里

合
同
会
社

こ

大
沼
郡
会
津
美
里

平
成
三
〇
年
七

テ
ー
シ
ョ
ン

町
字
高
田
甲
二
九

こ
ろ
の
あ
い

町
永
井
野
字
岩
ノ

月
一
日

こ
こ
ろ
の
あ
い

九
二
―
一

神
二
〇
三
〇
―
三

あ
い
づ

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称

を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

そ
よ
風
薬
局
相
馬
店

共
創
未
来

相
馬
薬
局

相
馬
市
新
沼
字
坪
ヶ
迫
九
八

フ
ァ
ー
マ
み
ら
い

相

共
創
未
来

相
馬
塚
田

相
馬
市
中
村
字
塚
田
五
二
―
一

プ
レ
シ
ャ

馬
塚
田
薬
局

薬
局

ス
桜
ヶ
丘
一
階

ス
マ
イ
ル
薬
局

船
引

共
創
未
来

船
引
薬
局

田
村
市
船
引
町
船
引
字
南
町
通
一
一
七
―

店

二

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

ね
も
と
キ
ッ
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

白
河
市
立
石
山
一
一
―
四

平
成
三
〇
年
九

月
三
〇
日

し
ら
か
わ
腎
泌
尿
器
内
科
ク
リ

白
河
市
中
山
南
二
―
二
四

同

ニ
ッ
ク

日
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成30年12月11日 火曜日 福 島 県 報 第3062号686

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

木
村
医
院

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
戸
塚
字
山
崎
七
―

同

一

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

て
ら
ま
ち
店

須
賀
川
市
東
町
一
一
六
―
一

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

須
賀
川
店

須
賀
川
市
大
袋
町
一
八
七
―
二

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

須
賀
川
南
店

須
賀
川
市
南
上
町
一
一
五
―
二

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

か
が
み
い
し

岩
瀬
郡
鏡
石
町
久
来
石
南
四
八
六

同

店

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

鏡
石
北
店

岩
瀬
郡
鏡
石
町
鏡
沼
二
一
四

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

西
若
松
店

会
津
若
松
市
材
木
町
一
―
一
〇
―
一
六

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

せ
き
し
ば
店

喜
多
方
市
関
柴
町
上
高
額
字
広
面
六
八
一
―

同

一

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

喜
多
方
店

喜
多
方
市
松
山
町
村
松
字
北
原
三
六
四
三
―

同

五

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

さ
つ
き
店

喜
多
方
市
松
山
町
村
松
字
北
原
三
六
三
九
―

同

五

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

南
会
津
店

南
会
津
郡
南
会
津
町
永
田
字
下
川
原
八
一
―

同

四

日

有
限
会
社

お
お
ぞ
ら
薬
局

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
磐
梯
字
諏
訪
山
二
八

平
成
三
〇
年
八

九
八
―
二
五

月
三
一
日

ほ
ほ
え
み
薬
局

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
芦
原
八
六
―
三

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

文
京
店

西
白
河
郡
矢
吹
町
文
京
町
二
二
七
―
三
六

平
成
三
〇
年
九

月
三
〇
日

ク
オ
ー
ル
薬
局

矢
吹
本
町
店

西
白
河
郡
矢
吹
町
本
町
二
五
一

同

日

ク
オ
ー
ル
薬
局

新
地
町
店

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
原
九
三
―
一

同

日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
月
十
二
年
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏

名

住

所

施

術

所

名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

清
水

麻
衣

喜
多
方
市
塩
川

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ

会
津
若
松
市
西
七
日
町

平
成
三
〇
年
一

町
中
屋
沢
字
田

会
津
若
松
ス

三
―
四
四

Ｔ
Ｏ
Ｈ
Ｏ

一
月
一
日

中
乙
二
九
八

テ
ー
シ
ョ
ン

ラ
ン
ド
１
Ｆ

菊
地

博
昭

白
河
市
表
郷
金

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ

白
河
市
栄
町
二
五
―
八

同

山
字
竹
ノ
内
六

白
河
ス
テ
ー

月
四
日

二

シ
ョ
ン

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日



平成30年12月11日 火曜日 福 島 県 報 第3062号 687

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏

名

住

所

施

術

所

名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

菊
地

博
昭

白
河
市
表
郷
金

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ

白
河
市
栄
町
二
五
―
八

平
成
三
〇
年
一

山
字
竹
ノ
内
六

白
河
ス
テ
ー

一
月
四
日

二

シ
ョ
ン

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
小
高
区
村
上
字
舘
腰
二
八
九
の
一
（
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
常
磐

い
わ
き
市
常
磐
下
湯
長
谷

変
更
前

一
〇
・
〇
〜

九
六
・
七

勿
来
線

町
道
下
一
三
番
三
地
先
か

二
二
・
五

ら同

市
常
磐
下
湯
長
谷

変
更
後

一
五
・
〇
〜

九
六
・
七

町
町
下
五
九
番
地
先
ま
で

三
〇
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
原
町
川
俣
線

相
馬
郡
飯
舘
村
臼
石
字
町
二
八
一
番
六

平
成
三
〇
年
一
二
月
一
三

地
先
か
ら

日

同

郡
同

村
臼
石
字
町
二
〇
二
番
二

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会
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福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ７ ８ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 教 育 の 認 定 を し た 。
平 成 30年 12月 11日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
１ 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運 転
免 許 取 得 者 教 育 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 住 所 代表者の氏名 施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地

株 式 会 社 須 賀 福 島 県 岩 瀬 郡 鏡 石 藤 田 和 子 須 賀 川 ド ラ 福 島 県 岩 瀬 郡 鏡 石
川 ド ラ イ ビ ン 町蒲之沢町 382番地 イ ビ ン グ ス 町蒲之沢町 353番地
グ ス ク ー ル ク ー ル

黒 井 産 業 株 式 山 形 県 山 形 市 宮 町 髙 橋 博 剛 扇 町 自 動 車 福 島 県 会 津 若 松 市
会 社 二 丁 目 11番 ９ 号 学 校 一 箕 町 大 字 亀 賀 字

北 柳 原 16番 地

２ 認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称
⑴ 須 賀 川 ド ラ イ ビ ン グ ス ク ー ル
ア 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 。
以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 ３ 号 及 び 第 ６ 号 に 掲 げ る 課 程 高 齢 者 講 習 同 等
課 程

イ 規 則 第 １ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 課 程 更 新 時 講 習 同 等 課 程
⑵ 扇 町 自 動 車 学 校
ア 規 則 第 １ 条 第 ３ 号 及 び 第 ６ 号 に 掲 げ る 課 程 高 齢 者 講 習 同 等 課 程
イ 規 則 第 １ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 課 程 更 新 時 講 習 同 等 課 程
ウ 規 則 第 １ 条 第 ７ 号 に 掲 げ る 課 程 二 輪 車 の 二 人 乗 り 安 全 実 感 増 大 コ ー ス

３ 認 定 年 月 日
平 成 30年 11月 28日

（ 運 転 免 許 課 ）
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ

の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
二
、
二
三
一

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

三
〇
一
、
四
四
三

三

福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万

を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

選

挙

区

選

挙

区

福

島

市

七
九
、
一
一
四

田
村
市
田
村
郡

一
八
、
五
四
五

会

津

若

松

市

三
三
、
三
九
一

南
相
馬
市
相
馬
郡
飯
舘
村

一
九
、
二
四
五

郡

山

市

九
〇
、
五
八
九

伊
達
市
伊
達
郡

二
七
、
五
八
九

い

わ

き

市

九
一
、
五
一
四

本
宮
市
安
達
郡

一
〇
、
八
五
四

白
河
市
西
白
河
郡

三
〇
、
六
二
五

南

会

津

郡

七
、
六
九
〇

須
賀
川
市
岩
瀬
郡

二
六
、
四
六
二

河

沼

郡

六
、
三
九
五

喜
多
方
市
耶
麻
郡

二
一
、
三
一
九

大

沼

郡

七
、
四
九
五

相
馬
市
相
馬
郡
新
地
町

一
二
、
一
二
九

東

白

川

郡

九
、
〇
九
六

石

川

郡

一
一
、
三
七
四

二

本

松

市

一
五
、
六
一
〇

双

葉

郡

一
八
、
一
四
九


